
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2021年 1月 26日、新型コロナ

ウイルス(COVID-19)感染拡大に

よる納税者の負担を軽減するた

めの税制措置が閣議承認されま

した。 
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2021年1月26日、タイ内閣は新型コロナウイル

ス(COVID-19)感染拡大による納税者の負担を軽

減するため、以下の税制措置を閣議承認しまし

た。 

 

オンライン納税申告期限の延長 

 
以下に述べるオンライン納税申告の提出期限が

延長されます。 

 

• 個人所得税申告 

2020年度の個人所得税のオンラインによる確定

申告書(PND 90/91)提出期限が、2021年 3月 31

日から 2021年 6月 30日へ延長されます。 

尚、書類での提出期限は2021年3月31日のまま

です。 

 

• 源泉徴収税と付加価値税（VAT）の申告 

源泉徴収税(PND 1、2、3、53、および54)並び

に、月々のVAT申告書(Por Por 30)、リバースチ

ャージVAT申告書(Por Por 36)のオンラインによ

る申告・納付期限が、2021年の2月から6月まで

の間、各月の月末まで延長されます。 

税率および手数料の軽減 

 
• 土地建物税 

以下の資産に対し 2021 年に支払われる税金は

90％減額されます。 

 

− 農業用の土地および建物 

− 居住用の土地および建物 

− 上記以外の目的のための土地および建物 

− 空き地や空き建物 

 

• 社会保険料 

2021 年2 月および3月については、社会保険料

率が以下のとおり引き下げられます。 

− 従業員の拠出額は月額75バーツに減額され

ますが、雇用主の拠出額は以前に減額され

た月額450バーツから変更はありません。 

− 自己で社会保険に加入する被保険者の拠出

額は月額38バーツまで減額されます。 
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• 不動産の譲渡および抵当権の登記料 

 

以下に述べる居住目的の不動産の購入に関し、不動産の譲渡登記料および抵当権登記料が、それぞれ2%と1%から

0.01%に軽減されます。これは、本規則が官報に公告された日の翌日から、2021年12月31日までの期間に、居住目的

の以下の不動産取得に対して有効です。 

 

− 法律で定められた土地開発業者より取得した土地および建物で、一戸建て、二世帯住宅、タウンハウス もしく

は 商業用ユニット 

 

− コンドミニアム 開発会社から 取得した コンドミニアム。 

 

但し、不動産の抵当権登記は不動産の譲渡と同時に発生し、不動産の購入額は300万バーツを上限とし、抵当権の範

囲もこの金額を超えないものとします。 

 
上記全ての規定案は通常の立法過程を経て施行されます。施行されましたら、改めてお知らせいたします。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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